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     ○国立大学法人長岡技術科学大学公益通報者保護規程（R4.3 一部改正） 

 

 

 

 
 

 

公益・外部通報者 
公益・外部通報又は公益・外部通報に関

する相談等をした職員（非常勤職員・派

遣労働者を含む。）もしくは外部者 

通報窓口 
 
 

①電話・電子メール・ 

 書面・面会による通報 

総括者 
副学長（総務・財務担当） 

②通報を受領した 

 旨の通知 

 
学 長 

③公益通報等の報告 

⑨調査結果の報告 

調査員 

（２人以上） 

⑥調査員指名・調査指示 

⑧調査結果報告 

④通報対象事実として

調査するか否かの決定 

⑤通報対象事実 

として調査を行う 

か否かの通知 

(通報を受けた日

後 20 日以内) 

⑪調査結果及び是

正措置の報告 

⑩是正措置・再発決定 

⑦調査員による

調査 

⑪調査結果及び是

正措置の報告 

⑫関係機関へ報告 

（必要に応じ） 

関係機関 

学内窓口 
事務局次長 
（総務担当） 

学外窓口 

弁護士事務所 

監事 


